
厚 生 労 働 省 
 

九州厚生局 沖縄分室 
〒900－0022  那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第１地方合同庁舎（西棟２階） 

ＴＥＬ（０９８）８５３－７３５０  ＦＡＸ（０９８）８５３－４４９５ 

ＨＰアドレス  http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/

 

【設置根拠】 
厚生労働省組織規則第 737 条 

 
【業務内容】 

厚生労働省の地方組織として、健康、医療、食品衛生等の厚生労働行政を担っている九

州厚生局の所掌事務のうち､沖縄県における次の業務を行っています。 
(1) 厚生労働省に設けられた共済組合に関すること 
(2) 各種国家試験に関する庶務 

 
 【 組 織 】 

（九州厚生局） 

沖 縄 分 室 
（ 分 室 長 ） 

庶 務 係

共 済 係

 
 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/


九州厚生局 沖縄麻薬取締支所 
〒900－0022  那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第１地方合同庁舎（東棟６階） 

ＴＥＬ（０９８）８５４－２５８４  ＦＡＸ（０９８）８３４－８９７８ 

ＴＥＬ（０９８）８５３－７１００  （薬事監視専用） 

ＴＥＬ（０９８）８５４－０９９９  （麻薬・覚せい剤相談専用） 

ＨＰアドレス（九州厚生局）  http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/

  

【設置根拠】 【設置根拠】 

厚生労働省設置法第 20 条､厚生労働省組織令第 155 条、厚生労働省組織規則第 753

条・第 755 条 

厚生労働省設置法第 20 条､厚生労働省組織令第 155 条、厚生労働省組織規則第 753

条・第 755 条 

  

 【業務内容】  【業務内容】 

沖縄県において、麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締

法に違反する罪（麻薬等犯罪）の捜査、情報整理・分析、国際捜査共助や、麻薬取扱

者に対する指導・監督及び麻薬等及び覚せい剤原料の鑑定のほか、中毒者に対する治

療相談等、薬物乱用防止のための啓発指導などを行っています。 

沖縄県において、麻薬及び向精神薬取締法・大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締

法に違反する罪（麻薬等犯罪）の捜査、情報整理・分析、国際捜査共助や、麻薬取扱

者に対する指導・監督及び麻薬等及び覚せい剤原料の鑑定のほか、中毒者に対する治

療相談等、薬物乱用防止のための啓発指導などを行っています。 

また、輸入される医薬品や、医薬部外品、化粧品、医療器具、毒物及び劇物の通関

前検査・審査・薬監証明発行事務を行っています。 

また、輸入される医薬品や、医薬部外品、化粧品、医療器具、毒物及び劇物の通関

前検査・審査・薬監証明発行事務を行っています。 

  

 【 組 織 】  【 組 織 】 

九州厚生局 

沖縄麻薬取締支所
（ 支 所 長 ）

捜 査 課 

鑑定官・薬事監視専門官 

情 報 官 

  
    

【相談窓口】 【相談窓口】 

相 談 内 容 お 問 い 合 わ せ 先 

麻薬､覚せい剤乱用者及びその関係者が抱える
乱 用 等 に 関 す る 相 談

「麻薬・覚せい剤」相談電話 
TEL （098）854－0999 

 
 【お知らせ事項】 

主   な   行    事  

3 月～5 月 不正大麻・けし撲滅運動 

6 月～7 月 
「ダメ。ゼッタイ」普及運動 

※ 6 月 26 日「6．26 国際麻薬乱用撲滅デー」 

10 月～12 月 

麻薬・覚せい剤乱用防止運動 
 ※ 第 19 回麻薬・覚せい剤乱用防止運動沖縄地区大会 

平成 18 年 11 月 2 日 宜野湾市民会館 
特別講演：水谷修先生（夜回り先生）（予定） 

 

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/


（国立療養所） 

沖縄愛楽園 
〒905－1635  名護市字済井出１１９２ 

      ＴＥＬ（０９８０）５２－８３３１  ＦＡＸ（０９８０）５２－８９６７ 

ＨＰアドレス  http://www.hosp.go.jp/~airakuen/ 

宮古南静園 
〒906－0003  宮古島市平良字島尻８８８ 

     ＴＥＬ（０９８０）７２－５３２１ ＦＡＸ（０９８０）７２－５８５９ 

ＨＰアドレス  http://www.hosp.go.jp/~miyako/ 

 

 【設置根拠】 

   厚生労働省設置法第 16 条、厚生労働省組織規則第 474 条 

 

 【業務内容】 

   らい予防法の廃止に関する法律（第 4 条）に規定する入所者等に対して、医療を行い、

併せて医療の向上に寄与することを目的としています。 
 

 【 組 織 】 

副 園 長 

（ 園 長 ）
宮古南静園

福 祉 課

会 計 課

庶 務 課

薬 剤 科 

診 療 科 

研究検査科 

看 護 部 

事 務 部 

副 園 長 

（ 園 長 ） 
沖縄愛楽園 

庶 務 課 

看 護 課 

研究検査科 

薬 剤 科 

診 療 科 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



那覇検疫所 
〒900－0001  那覇市港町２－１１－１ 那覇港湾合同庁舎（２階） 

ＴＥＬ（０９８）８６８－８０３７  ＦＡＸ（０９８）８６１－４３７２ 

ＨＰアドレス  http://www1.odn.ne.jp/aao42060/

 

【設置根拠】 【設置根拠】 

厚生労働省設置法第 16 条、厚生労働省組織規則第 76 条 厚生労働省設置法第 16 条、厚生労働省組織規則第 76 条 

  

 【業務内容】  【業務内容】 

  (1) 検疫法に基づき、日本に通常は存在しない感染症（検疫感染症：エボラ出血熱、ペ

スト、コレラ、黄熱等）の病原体が海外から国内に進入することを防止するため、海

外からの来航者について検査等を行い、また、感染症の媒介動物である蚊やネズミな

どの調査や駆除、消毒を行っています。 

  (1) 検疫法に基づき、日本に通常は存在しない感染症（検疫感染症：エボラ出血熱、ペ

スト、コレラ、黄熱等）の病原体が海外から国内に進入することを防止するため、海

外からの来航者について検査等を行い、また、感染症の媒介動物である蚊やネズミな

どの調査や駆除、消毒を行っています。 

  (2) 食品衛生法に基づき、販売や営業を目的として輸入される各種の食品、食器などの

器具等の輸入の届出の審査及び試験検査を行い、食品衛生法に違反する食品等の輸入

防止を図っています。また、輸入食品等に含まれる残留農薬、添加物、抗生物質、重

金属や病原性微生物、カビ毒、放射能などについての監視業務を行っています。 

  (2) 食品衛生法に基づき、販売や営業を目的として輸入される各種の食品、食器などの

器具等の輸入の届出の審査及び試験検査を行い、食品衛生法に違反する食品等の輸入

防止を図っています。また、輸入食品等に含まれる残留農薬、添加物、抗生物質、重

金属や病原性微生物、カビ毒、放射能などについての監視業務を行っています。 
  

 【 組 織 】  【 組 織 】 

那覇検疫所 
（ 所 長 ） 

総 務 課 

試験検査室 

食品監視課 

（海外から船舶や航空機で到着する乗客等に行う検疫業務、船舶や海港区域
及び航空機や空港区域における媒介動物の調査等の衛生業務、海外から輸
入される輸入動物の届出審査業務） 

（感染症やベクターに関する検査業務） 

（海外から輸入される食品等に対する輸入食品の監視指導業務） 

検疫衛生課 

  

   《下部機関》    《下部機関》 

・ 支所（那覇空港） ・ 支所（那覇空港） 
・ 出張所（金武・中城、平良、石垣） ・ 出張所（金武・中城、平良、石垣） 

  

 【下部機関】  【下部機関】 

  支所、出張所   支所、出張所 

 （設置根拠）  （設置根拠） 

厚生労働省設置法第 16 条、厚生労働省組織規則第 118 条 厚生労働省設置法第 16 条、厚生労働省組織規則第 118 条 
  

機関名 所 在 地 連 絡 先 管轄区域 

那 覇 空 港 
検疫所支所 

〒901－0142 
那覇市鏡水 174 

TEL（098）857－0057 
FAX（098）859－0032 那覇空港 

金 武 ･ 中 城 
出 張 所 

〒904－2426 
うるま市与那城平安座坂原 2792

那覇検疫所へ連絡 金武・中城港

平良出張所 

〒906－0012 
宮古島市平良字西里 7－21 

平良港湾合同庁舎
石垣出張所へ連絡 平良港 

石垣出張所 
〒907－0004 

石垣市浜崎町 1－1－８ 
TEL（0980）82－4940 
FAX（0980）82－4965 石垣港 

  （注） 金武・中城出張所及び平良出張所は、常駐していない。 

http://www1.odn.ne.jp/aao42060/


沖縄労働局 
〒900－0029 那覇市おもろまち２－１－１ 那覇第２地方合同庁舎（３階） 

ＴＥＬ（０９８）８６８－４００３  ＦＡＸ（０９８）８６２－６７７２ 

ＨＰアドレス    http://www.renjyu.net/okirodo/

 
【設置根拠】 

    厚生労働省設置法第 17 条・第 22 条・第 23 条・第 24 条、厚生労働省組織令第 156 条 
 

【業務内容】 
    沖縄県地域において、すべての人に働く場を提供し、豊かで安心して働ける職場をつくる

とともに、男女の均等な雇用機会を確保するため、沖縄県の経済社会情勢を的確に捉え、地

域の実情に即した総合的な労働行政を積極的に推進しています。 
 

【 組  織 】 
 

  
 

（人事、会計、給与など） 

（総合的な施策の企画、広報、個別労働紛争の解決など） 

（労働相談） 

（労働保険の適用・徴収など） 

（事業場に対する監督指導、司法事件の捜査、労働条件
確保対策など） 

（労働災害防止、労働者の健康保持増進、快適な職場環
境の形成など） 

（労災保険給付、被災労働者の社会復帰対策など） 

（最低賃金、賃金制度に関する指導、援助など） 

（一般・学卒者の雇用対策、労働者派遣事業の許可、監
督、雇用保険給付など） 

（高齢者・障害者など就職困難者の雇用対策、職業指導、
雇用管理の改善、地域雇用開発など） 

（男女雇用機会均等の確保、育児休業、介護休業制度の周知、仕事と家庭の両
立の支援など） 

職 業 安 定 課

職 業 対 策 課

雇用均等室

沖 縄 労 働 局 
 

総 務 課

労 働 保 険 徴 収 室

総 務 部

総合労働相談コーナー

企 画 室  

（ 局  長 ） 

労働基準部

監 督 課

安 全 衛 生 課

労 災 補 償 課

賃 金 室

地 方 労 働 審 議 会
 
 地方最低賃金審議会

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 職業安定部

 
 
 
 
 

≪下部機関≫ 

・ 労働基準監督署（那覇、沖縄、名護、宮古、八重山） 

・ 公共職業安定所（那覇、沖縄、名護、宮古、八重山） 

http://www.renjyu.net/okirodo/


  
 

【下部機関】 

労働基準監督署 

（設置根拠） 

厚生労働省設置法第 22 条、厚生労働省組織規則第 789 条 
（業務内容） 

労働基準法等関係法令等の周知徹底を図り、労働者の労働条件や安全衛生の確保改善に努

めるとともに、労働災害を被った方に対し、その補償を行うなど様々な業務を行っています。 

 

署 名 所 在 地 連 絡 先 管 轄 区 域 

那 覇 

〒900－0029 

那覇市おもろまち 2－1－1 

那覇第２地方合同庁舎２階

TEL（098）868－3344
FAX（098）868－1390

那覇市、浦添市、糸満市、豊見

城市、南城市、島尻郡（伊是名

村、伊平屋村を除く）、中頭郡

（西原町） 

沖 縄 
〒904－0003 

沖縄市住吉 1－23－1 

TEL（098）982－1263
FAX（098）939－3193

沖縄市、宜野湾市、うるま市 

中頭郡（西原町を除く）、国頭郡

（金武町、宜野座村、恩納村） 

名 護 
〒900－0011 

名護市字宮里 452－2 

TEL（0980）52－2691
FAX（0980）53－2304

名護市、国頭郡（金武町、宜野

座村、恩納村を除く）、島尻郡

（伊是名村、伊平屋村） 

宮 古 
〒906－0013 

宮古島市平良字下里 1016

TEL（0980) 72－2303
FAX（0980) 72－1846 宮古島市、宮古郡 

八重山 
〒907－0004 

石垣市登野城 55-4 

TEL（0980) 82－2344
FAX（0980) 82－9445 石垣市、八重山郡 

 

 

公共職業安定所（ハローワーク） 

（設置根拠） 

厚生労働省設置法第 23 条、厚生労働省組織規則第 792 条 
（業務内容） 

仕事を探している方には職業相談・紹介、人材を求めている企業の方には求人の受理・紹

介及び各種助成金の支給や管内の労働市場等に関する情報の提供、失業中の方には雇用保険

法に基づく失業給付の支給・能力開発の支援等の業務を行っております。 

 

所 名 所 在 地 連 絡 先 管 轄 区 域 

那 覇 
〒900－8601 

那覇市おもろまち 1-3-25 

TEL（098）866－8609
FAX（098）866－0808

那覇市、浦添市、糸満市、豊見

城市、南城市、島尻郡（伊是名

村、伊平屋村を除く）、中頭郡

（西原町） 

沖 縄 
〒904－0003 

沖縄市住吉 1-23-1 

TEL（098）939－3200
FAX（098）939－3209

沖縄市、宜野湾市、うるま市、

中頭郡（西原町を除く）、国頭郡

（金武町、宜野座村、恩納村） 



  
 

名 護 
〒900－0021 

名護市字東江 4-3-12 

TEL（0980）52－2810
FAX（0980）53－1625

名護市、国頭郡（金武町、宜野

座村、恩納村を除く）、島尻郡

（伊是名村、伊平屋村） 

宮 古 
〒906-0013 

宮古島市平良字下里 1020

TEL（0980）72－3329
FAX（0980）72－8964 宮古島市、宮古郡 

八重山 
〒907－0004 

石垣市登野城 55-4 

TEL（0980）82－2327
FAX（0980）82－1389 石垣市、八重山郡 

 
【相談窓口】 

相 談 内 容 お 問 い 合 わ せ 先 

総 合 労 働 相 談 コ ー ナ ー

沖縄労働局総務部企画室   （098）868－6060 

那覇労働基準監督署（内） （098）868－8008 

沖縄労働基準監督署（内） （098）982－1400 

名護労働基準監督署（内） （0980）52－2691 

労 働 条 件 に 関 す る 相 談

（賃金、労働時間、休日、安全衛生など）
各労働基準監督署 

求 人 案 内 テ レ ホ ン サ ー ビ ス

（毎日の求人状況を 職種・賃金・年

齢・勤務時間・所在地別毎の情報を案内）

名護公共職業安定所 （0980）52－0502・0503 

八重山公共職業安定所（0980）83－8681・8682 

雇 用 保 険 に 関 す る 不 服 申 し 立 て
沖縄労働局職業安定部職業安定課 

雇用保険審査官 （098）868－1655 

男女の均等な取扱い（募集・採用・配置・

定年・解雇）、職場におけるセクハラ、

母性健康、育児、介護休業に関する相談

沖縄労働局雇用均等室      （098） 868－4380 

行政文書・保有個人情報開示請求 沖縄労働局総務部企画室   （098） 868－4403 

 

【お知らせ事項】 

主   な   行    事 主務課（室） 

 １月 新規学卒者（大学等・高校）県内就職面接会 職業安定課 

 ３月 労働条件書面明示強化月間 監 督 課 

 ６月 男女雇用機会均等月間 雇用均等室 

 ７月 全国安全週間 安全衛生課 

 ８月 新規大学等卒業者 県内・県外就職面接会 職業安定課 

 ９月 障害者就職面接会 職業対策課 

１０月 
全国労働衛生週間 

新規高卒者 県内・県外就職面接会 

安全衛生課 

職業安定課 

１１月 
賃金不払残業解消キャンペーン月間 

最低賃金周知旬間 

建設雇用改善推進月間 

監 督 課 

賃 金 室 

職業対策課 
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